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東海市消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

東海市長 花 田 勝 重 

 

東海市規則第１３号 

 

東海市消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則の一部を改正する

規則 

 

東海市消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則（昭和５６年東海市規則第２

３号）の一部を次のように改正する。 

別表靴の項の次に次の１項を加える。 

防寒服 地質 オレンジ色及び黒色の合成繊維の織物とする。 

製式 ブルゾンとし、背面上部に消防団名を表示する。 

形状は、図のとおりとする。 

別表の図中 
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附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


